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 花粉症の季節到来です。この時期はしょうがないと諦めています。 

 今月は、相続手続⑷についてお話したいと思います。 

 

 相続人の順位・範囲について  

 先月号では、 

    ⑴ 第 1順位相続人：被相続人の子・代襲相続人・再代襲相続人 

    ⑵ 第 2順位相続人：被相続人の直系尊属 

    ⑶ 第 3順位相続人：被相続人の兄弟姉妹・代襲相続人 

のうち、⑴についてお話しました。 

 今月は⑵についてお話します。 

 

 被相続人の直系尊属について  

  第 1順位では被相続人の子と規定されていますが、第 2順位では被相続人の「父母」ではな

く被相続人の「直系尊属」と規定されています。 

  この意味は、「父母」だけではなく、その上の世代である「祖父母」や「宋祖父母」も相続

人となることを意味します。 

  但し、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」との規定がありますので、具

体例にて説明します。 

  なお、配偶者（夫・妻）には順位はなく、常に相続人となりますので、配偶者と直系尊属と

の間の法定相続分（割合）は次のとおりとなります。 

   直系尊属 1/3 ： 配偶者 2/3 

 

 具体例  

  被相続人に 6,000万円の遺産があった場合の法定相続分について考えてみます。 

  なお、被相続人の相続開始時に既に死亡されている方は「○」にしています。 

 

 



         ○ 

             Ｃ      Ｄ 

    Ａ    ○ 

                   被相続人 

 

         Ｂ   ○ 

 

 この場合、被相続人の相続人としては、配偶者であるＤと直系尊属であるＡとＢとＣなりま

す。 

 配偶者であるＤの相続分（遺産総額 6,000万円）は以下のとおりとなります。 

   配偶者Ｄ・・・・・・相続分 2/3  4,000万円 

 次に直系尊属の相続分ですが、ここで「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」

との規定が適用されます。 

 これは親等の近い者を優先して相続人とする、という意味です。 

 そうすると、Ａと被相続人とは 3親等、Ｂと被相続人とは 2親等、Ｃと被相続人とは 1親等の

関係（親族間の世代数を数えます。この数え方も民法に定められています。）となりますの

で、直系尊属としての相続人は親等の近いＣ（1親等）のみとなります。 

 よって、直系尊属のであるＣの相続分（遺産総額 6,000万円）は以下のとおりとなります。 

   直系尊属Ｃ・・・・・・相続分 1/3  2,000万円 

 

 最後に  

  第 1順位の相続人が相続人の場合は、被相続人出生までの戸籍、及び第 1順位の相続人の戸

籍の収集で足りますが、直系尊属が相続人の場合は、他の同順位の直系尊属の戸籍の収集も必

要となります。コンピュータ化された戸籍は見やすいですが、手書きの戸籍は見づらく、収集

を困難にすることがあります。相続人調査等戸籍の収集でお困りになった場合は、ご相談下さ

い。 

 

 

 次回に知りたい、書いてほしい事柄等ございましたら、下記の当事務所の電話、ファックス、

メール、ホームページ上のお問合せフォームよりご連絡下さい。 
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